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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、人種等を理由とする差別の撤廃（あらゆる分野において人種等を理

由とする差別をなくし、人種等を異にする者が相互に人格と個性を尊重し合いながら共

生する社会を実現することをいう。以下この条において同じ。）が重要な課題であるこ

とに鑑み、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基

づき、人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由と

する差別の防止に関し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項

を定めることにより、人種等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的

に推進することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「人種等を理由とする差別」とは、次条の規定に違反する行為

をいう。 

２ この法律において「人種等」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的

出身をいう。 

 （人種等を理由とする差別の禁止等の基本原則） 

第三条 何人も、次に掲げる行為その他人種等を理由とする不当な差別的行為により、他

人の権利利益を侵害してはならない。 

 一 特定の者に対し、その者の人種等を理由とする不当な差別的取扱いをすること。 

 二 特定の者について、その者の人種等を理由とする侮辱、嫌がらせその他の不当な差

別的言動をすること。 

２ 何人も、人種等の共通の属性を有する不特定の者について、それらの者に著しく不安

若しくは迷惑を覚えさせる目的又はそれらの者に対する当該属性を理由とする不当な差

別的取扱いをすることを助長し若しくは誘発する目的で、公然と、当該属性を理由とす

る不当な差別的言動をしてはならない。 

第四条 人種等を理由とする差別は、職域、学校、地域その他の社会のあらゆる分野にお

いて、確実に防止されなければならない。 

第五条 人種等を理由とする差別は、その防止のための取組が国際社会における取組と密



接な関係を有していることに鑑み、国際的協調の下に防止されなければならない。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第六条 国及び地方公共団体は、前三条に定める基本原則にのっとり、人種等を理由とす

る差別の防止に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を効果的に実施

するため、国、地方公共団体、人種等を理由とする差別の防止に関する活動を行う民間

の団体その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。 

 （基本方針） 

第七条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の総合的かつ一体的な推進

を図るため、人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針（以下この条及び第

二十条第二項第一号において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、関係行政機関の長に協議するとともに、人種等差別防止政策審議会

の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針

を公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

 （財政上の措置等） 

第八条 政府は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策を実施するため必要な財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

 （年次報告） 

第九条 政府は、毎年、国会に、人種等を理由とする差別の状況及び人種等を理由とする

差別の防止に関して講じた施策についての報告を提出しなければならない。 

   第二章 基本的施策 

 （相談体制等の整備） 

第十条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別に関する相談に的確に応ずると

ともに、人種等を理由とする差別の有無等に関する紛争の防止又は解決を図ることがで

きるよう、必要な体制を整備するものとする。 

 （多様な文化等に関する情報の提供等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、人種等を異にする者の間の相互理解を促進し、その友

好関係の発展に寄与するため、多様な文化、生活習慣等に関する適切な情報の提供、相

互の交流の促進その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活動等） 

第十二条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止について広く一般の関

心と理解を深めるとともに、人種等を理由とする差別の防止を妨げている諸要因の解消

を図るため、啓発活動その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （人権教育の充実等） 



第十三条 国及び地方公共団体は、人権尊重の精神を涵
かん

養することにより人種等を理由と

する差別を防止するため、教育活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 （国内外における取組に関する情報の収集、整理及び提供等） 

第十四条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する地方公共団体及び民間の団体等

の取組を促進するため、国内外における人種等を理由とする差別の防止に関する啓発活

動、教育活動その他の取組に関し、情報の収集、整理及び提供その他の必要な措置を講

ずるものとする。 

 （インターネットを通じて行われる人種等を理由とする差別の防止のための自主的な取

組の支援） 

第十五条 国及び地方公共団体は、インターネットを通じて行われる人種等を理由とする

差別を防止するため、人種等を理由として侮辱する表現、人種等を理由とする不当な差

別的取扱いを助長し又は誘発する表現その他の人種等を理由とする不当な差別的表現の

制限等に関する事業者の自主的な取組を支援するために必要な措置を講ずるものとする。 

 （地域における活動の支援） 

第十六条 国及び地方公共団体は、地域社会における人種等を理由とする差別を防止する

ため、地域住民、その組織する団体その他の地域の関係者が行うその防止に関する自主

的な活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。 

 （民間の団体等の支援） 

第十七条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別

の防止に関する自主的な活動を行う民間の団体等が果たしている役割の重要性に留意し、

これらの民間の団体等の活動を支援するために必要な措置を講ずるものとする。 

 （調査の実施） 

第十八条 国は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及び実施に資するよ

う、地方公共団体の協力を得て、我が国における人種等を理由とする差別の実態を明ら

かにするための調査を行わなければならない。 

 （関係者の意見の反映） 

第十九条 国及び地方公共団体は、人種等を理由とする差別の防止に関する施策の策定及

び実施に当たっては、人種等を理由とする差別において権利利益を侵害され又はその有

する人種等の属性が不当な差別的言動の理由とされた者その他の関係者の意見を当該施

策に反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

   第三章 人種等差別防止政策審議会 

 （設置） 

第二十条 内閣府に、人種等差別防止政策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

 一 基本方針に関し、第七条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）に規

定する事項を処理すること。 



 二 内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調

査審議すること。 

 三 前二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係

行政機関の長に対し、意見を述べること。 

 四 第一号及び第二号に規定する事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告すること。 

３ 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、前項第四号の規定による勧告に基づき講じた

施策について審議会に報告しなければならない。 

 （組織及び運営） 

第二十一条 審議会は、委員十五人以内で組織する。 

２ 審議会の委員は、人種等を理由とする差別の防止に関し学識経験を有する者のうちか

ら、内閣総理大臣が任命する。 

３ 審議会の委員は、非常勤とする。 

第二十二条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行

政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることがで

きる。 

２ 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定

する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 

第二十三条 前二条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。 

 （内閣府設置法の一部改正） 

２ 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）の一部を次のように改正する。 

  第四条第二項中「促進」の下に「、人種等を理由とする差別の防止」を加え、同条第

三項第四十四号の次に次の一号を加える。 

  四十四の二 人種等を理由とする差別の防止に関する基本的な方針（人種等を理由と

する差別の撤廃のための施策の推進に関する法律（平成二十七年法律第▼▼▼号）

第七条第一項に規定するものをいう。）の作成及び推進に関すること。 

  第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。 

人種等差別防止政策審議会 人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進

に関する法律 

 

 （障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正） 



３ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十五号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第九条のうち内閣府設置法第四条第三項第四十四号の次に一号を加える改正規定

中「第四条第三項第四十四号」を「第四条第三項第四十四号の二を同項第四十四号の三

とし、同項第四十四号」に改める。 



     理 由 

 日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の理念に基づき、人種

等を理由とする差別の撤廃のための施策を総合的かつ一体的に推進するため、人種等を理

由とする差別の禁止等の基本原則を定めるとともに、人種等を理由とする差別の防止に関

し国及び地方公共団体の責務、基本的施策その他の基本となる事項を定める必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。 



   この法律の施行に伴い必要となる経費 

 この法律の施行に伴い必要となる経費は、平年度約一千二百万円の見込みである。 


